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審決 

 

不服２０１８－９７６８ 

 

 （省略） 

 請求人 キッコーマン株式会社 

 

 （省略） 

 代理人弁理士 特許業務法人浅村特許事務所 

 

 

 商願２０１５－７８５０６拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決

する。 

 

 結論 

 原査定を取り消す。 

 本願商標は、登録すべきものとする。 

 

 理 由 

１ 本願商標 

 本願商標は、別掲１のとおりの構成からなり、第３０類「しょうゆ」を指定

商品とし、平成２７年８月１７日に位置商標として登録出願、その後、本願の

指定商品については、原審における同２９年１月２３日受付の手続補正書によ

り、第３０類「加熱処理をしていないしょうゆ」と補正されたものである。 

 

２ 原査定の拒絶の理由の要点 

 原査定は、「商品の包装等においては、美感を発揮させるため又は需要者の

注意をひく目的等で、出所を表示するための識別標識以外の装飾的な種々の文

字、図形及び色彩が使用されている実情がある。そして、『しょうゆ』を取り

扱う業界において、本願商標と同様に商品の包装の正面上部及び下部に横縞状

の図形を配している例が多数見受けられ、また、『生』の文字については、本

願の指定商品との関係において、『加熱処理をしていない』といった意味合い

が理解されるにすぎないことを踏まえると、本願商標をその指定商品の包装等

に使用しても、これに接する需要者は、単に美感を発揮する等のために包装に

使用され得る図柄の一種と、加熱処理をしていないという商品の品質を理解す

るにとどまるものと認められる。また、出願人は、本願商標について、広範に

使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識すること

ができるものとなっている旨述べるが、提出された証拠方法によっては、需要

者は、いまだ何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至

っているということはできない。したがって、本願商標は、商標法第３条第１

項第６号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 

 

３ 当審の判断 
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（１）本願商標について 

 本願商標は、別掲１のとおり、包装容器の正面の上部及び下部に薄紫色、群

青色、白色、金色及び桃色からなる複数の横縞状図形を付し、かつ、包装容器

の正面の中央部から下部の間に「生」の文字を付してなる位置商標であって、

「商標の詳細な説明」として「商標登録を受けようとする商標（以下 

「商標」という。）は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、商品

の包装用容器の本体正面上部の横縞状図形（但し中間において一部が一色で塗

りつぶされている）、及び、本体正面下部の横縞状図形、並びに、本体正面中

央部から下部の間に付された赤色及び金色で表された生の文字からなる。本体

正面上部の横縞状図形は、上から、薄紫色、群青色、薄紫色、群青色、薄紫色、

群青色、薄紫色、群青色、薄紫色、群青色、薄紫色、群青色、薄紫色、群青色、

白色、金色、白色の順に付され、中間において群青色一色で塗りつぶされ、そ

の下の横縞状図形に、上から順に、白色、群青色、白色、薄紫色、白色、桃色、

白色、薄紫色、白色、桃色、白色、群青色、白色、桃色、白色、薄紫色、白色、

群青色が付された構成からなる。本体正面下部の横縞状図形は、上から、群青

色、白色、薄紫色、白色、桃色、白色、群青色、白色、薄紫色の順に色彩が付

された構成からなる。なお、破線は、商品の包装用容器の形状の一例を示した

ものであり、商標を構成する要素ではない。」旨の記載がなされ、第３０類

「加熱処理をしていないしょうゆ」を指定商品とするものである。 

 ところで、本願の指定商品を取り扱う業界においては、商品の魅力向上や需

要者の関心を引くなどといった目的のため、商品の包装容器に様々な図形や色

彩を装飾的に付すことが一般に広く行われているところ、原審において示した

用例（別掲２（１）ないし（３）参照）のように、横縞状の図形を、加熱処理

をしていないしょうゆの包装容器の上部及び下部に付したものが製造、販売さ

れている実情が少なからず見受けられる。 

 また、本願商標の構成中、包装容器の正面の中央部から下部の間に付された

「生」の文字は、本願の指定商品との関係において、原審において示した用例

（別掲２（４）及び（５）参照）のとおり、「加熱処理をしていないしょうゆ」

であることを表したものと容易に理解できるものである。 

 そうすると、加熱処理をしていないしょうゆの包装容器の正面の上部及び下

部に複数の横縞状図形を付すこと、また、加熱処理をしていないしょうゆにつ

いて「生」の文字を付すことは、一般に行われている実情があるといえる。 

 そこで、本願商標である加熱処理をしていないしょうゆの包装容器の正面の

上部及び下部に付された複数の横縞状図形及び包装容器の正面の中央部から下

部の間に付された「生」の文字が、何人かの業務に係る商品であることを認識

することができる商標であるか否かを、以下のとおり検討し、判断する。 

（２）本願商標の使用状況について 

 請求人による主張及び同人提出の甲各号証によれば、以下のとおりである。 

 ア 使用開始時期 

請求人は、２０１１年８月に、「いつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ ２００

ｍｌ」と称する加熱処理をしていないしょうゆ（以下「本件しょうゆ」とい

う。）を発売した。本件しょうゆの包装容器の中央部から下部の間には、赤色
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及び金色で表された「生」の文字が配され、包装容器の上部及び下部には、薄

紫色、群青色、白色、金色及び桃色からなる複数の横縞状図形が配されている

ところ、「生」の文字及び当該包装容器の下部に配された横縞状図形は本願商

標と同一のものであり、当該包装容器の上部に配された横縞状図形は、本願商

標と同一視できるといえるものである（甲２、甲８６、甲１０１、甲１０２、

甲１４９）。 

 その後、本願商標と同一と認められる横縞状図形は、２０１２年に発売され

た本件しょうゆの包装容器の上部及び下部に配され（甲９３）、現在に至るま

で継続的に用いられていることが認められる（甲２７～甲７４、甲７８～甲８

４、甲９３～甲１００、甲１１０、甲１１５、甲１１８～甲１２１、甲１２５

～甲１２７、甲１３１～甲１３３、甲１３５、甲１４１、甲１５１、甲１５７

～甲１７６、甲１８９）。 

 イ 使用地域 

 請求人が提出した「販売調査会社インテージによるＳＲＩ（全国小売店パネ

ル調査）全国約４，０００モニター店舗における店頭販売状況（販売店率）調

査表」によれば、本件しょうゆの販売率は、２０１１年以降、総合スーパーマ

ーケットにおいて約１００％であり、２０１２ないし２０１３年以降、大規模

及び中規模スーパーマーケットにおいても約１００％となっている。また、コ

ンビニエンスストアにおいては、販売率は年々増加し、２０１７年１０月には

約６６％の店舗で本件しょうゆが販売されている（甲２２、甲１５４）。 

 そうすると、本件しょうゆは、その販売開始以降、全国のスーパーマーケッ

ト及びコンビニエンスストアにおいて販売されていることが推認される。 

 なお、しょうゆ等の商品は、販売店舗において、商品の外観を確認し得る態

様で陳列販売されるのが通常であるところ、本件しょうゆについて、商品の外

観全てを視認できない陳列方法である場合、すなわち、包装容器の中央部から

下部の間に三段に付された商品名等が陳列棚に隠れて視認できない場合におい

ても、商品容器の上部に配された横縞状図形は確認し得る態様で陳列販売され

ていることがうかがえる（甲８４、甲１５１）。 

 ウ 売上高及びマーケットシェア 

 「１０億円売ればヒット」（甲８３）とされる調味料の市場において、本件

しょうゆを含む「いつでも新鮮」シリーズと称するしょうゆの売上げについて

は、「定番の調味料ゆえにヒット商品が生まれにくい。これがしょうゆ市場の

『常識』だ。しかし、それを破り急速に躍進している商品がある。・・・『い

つでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ』シリーズだ。今期（１３年３月期）の売

上高は２０億円と前期（１１億円）から約８割も伸びる見込み。」（２０１２

年１２月２７日付け「東洋経済オンライン」、甲１１０）、「２０１１年に２

００ｍｌの卓上ボトル・・・を販売すると、爆発的ヒット。」（２０１４年４

月１７日発売「女性セブン」、甲９５）、「『いつでも新鮮』シリーズが大ヒ

ットしている。１１年度１１億円、１３年度４５億円、今年度の目標は５５億

円。」（２０１４年６月１１日付け「夕刊フジ」８面、甲８３）、「密封カテ

ゴリーのシェアで８割超と圧倒し、直近１年間の売上げは前年比２桁増の１０

０億円を突破した。」（２０１７年２月２７日付け「日本食糧新聞」４面、甲
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１７９）と報道されていることからすると、本件しょうゆを含むシリーズ商品

は、販売開始後の数年間で、大きく売上げを伸ばし、密封しょうゆ市場におい

て８０％以上のシェアを誇る大ヒット商品となっていることが認められる。 

 このうち、本件しょうゆについていえば、２０１１年度から２０１５年度の

５年間で売上げを約８倍伸ばし、２０１５年度の売上げは１３億円、２０１６

年度及び２０１７年度の売上げは１４億円に伸びており、密封しょうゆ市場に

おけるシェアは、発売開始後、１２％ないし１５％と高いシェアを保っている

ことが認められる（甲２１、甲１５３）。 

 エ 広告宣伝 

 請求人は、２０１１年から現在に至るまで、継続的に、本件しょうゆを表示

したテレビコマーシャルによる広告を全国的に行っており、当該コマーシャル

においては、出演タレントに本件しょうゆを持たせたり、本件しょうゆの包装

容器を画面に大きく表示する等したものが放映されている（甲２５～甲７６、

甲１５７～甲１７８）。 

 また、請求人は、本件しょうゆの広告を新聞等の媒体に掲載しているところ、

日本経済新聞及び朝日新聞といった全国紙の全面広告において、本件しょうゆ

の包装容器を中心的に位置づける等して、広告を掲載している（甲７７～甲７

９）。 

 オ 第三者による紹介 

 本件しょうゆは、加熱処理をしていないしょうゆである点や、密封された包

装容器（ボトル）であるといった機能面ばかりでなく、デザインについても、

例えば「２００ｍｌの卓上サイズは・・・デザインも白ベースで目立つ。販売

チャネルはスーパーが主体と思われるが、卓上ボトルで白ベースは目立つので

陳列効果は高い。」（２０１１年８月１９日付け「日経消費ウォッチャー電子

版」、甲１０２）、「ボトルの機能と同じくらい重要なのが、ボトルのデザイ

ンだ。・・・卓上ボトルは・・・青や紫のラインが入ったデザインに一新。」

（２０１２年１２月２７日付け「東洋経済オンライン」、甲１１０）のように、

本件しょうゆの写真とともに新聞、雑誌等において度々紹介されている（甲２、

甲８１～甲８３、甲９４、甲９５、甲１０１、甲１０２、甲１１０、甲１１６、

甲１５０）。 

 また、本件しょうゆは、２０１２年から２０１６年まで毎年、フジテレビ、

テレビ朝日、テレビ東京等において放送された番組で取り上げられ、その包装

容器が表示されたことがうかがえるところ、例えば、商品パッケージを特集す

るコーナーにおいて、本件しょうゆが紹介されたこともあることがうかがえる

（甲１３６～甲１４７）。 

 カ その他 

 本願商標を構成する横縞状図形は、加熱処理をしていないしょうゆの包装容

器の上部及び下部に付す模様などとして一般に用いられている横縞状図形の一

類型であると認識されるとみるのが相当であることは、上記（１）アのとおり

であるが、当審においてした職権調査によっては、加熱処理をしていないしょ

うゆの包装容器の中でも、本願商標のように、包装容器の上部に合計３６の縦

幅の異なる５色の横縞状図形を付し、包装容器の下部に合計９つの縦幅の異な
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る４色の横縞状図形を付してなるものを、請求人以外の者が使用している事実

は発見できず、さらに、請求人以外の者が、本願商標と類似する多数の縦幅の

異なる複数の色彩の横縞状図形を包装容器の上部及び下部に付して使用してい

る事実も発見できなかった。 

（３）判断 

 上記（２）によれば、商品「加熱処理をしていないしょうゆ」である本件し

ょうゆは、２０１１年に発売が開始されて以来、現在に至るまで、本願商標と

同一視できる又は同一と認められる横縞状図形を、包装容器の上部及び下部の

位置に、また、本願商標と同一と認められる「生」の文字を、包装容器の中央

部から下部の間の位置に付す外観を維持しており、その包装容器の外観を強調

する全国的な広告宣伝がテレビコマーシャル、新聞、雑誌等により継続的に行

われ、かつ、全国のスーパーマーケット及びコンビニエンスストアにおいて販

売され、同種商品においては極めて高い売上、シェアを誇るヒット商品となっ

た結果、需要者において商品の包装容器の上部及び下部の位置に付された横縞

状図形及び包装容器の中央部から下部の間の位置に付された「生」の文字を他

社製品と区別する標識として認識するに至っているものと認めるのが相当であ

る。 

 してみれば、本願商標は、これを位置商標として、その指定商品「加熱処理

をしていないしょうゆ」に使用するときには、その商品の需要者をして、本願

商標は、請求人の業務に係る商品の出所識別標識として認識されるに至ってい

るということができる。 

 そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認

識することができない商標とはいえないものである。 

 したがって、本願商標は、商標法第３条第１項第６号に該当しない。 

（４）まとめ 

 以上のとおり、本願商標は、商標法第３条第１項第６号に該当しないもので

あるから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。  

 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。  

 よって、結論のとおり審決する。 

 

令和１年７月８日 

 

審判長 特許庁 審判官 金子 尚人 

特許庁 審判官 岩崎 安子 

特許庁 審判官 石塚 利恵 
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別掲 

１ 本願商標 

（１）商標登録を受けようとする商標（色彩は、原本を参照。） 

 
（２）商標の詳細な説明 

 商標登録を受けようとする商標（以下「商標」という。）は、標章を付する

位置が特定された位置商標であり、商品の包装用容器の本体正面上部の横縞状

図形（但し中間において一部が一色で塗りつぶされている）、及び、本体正面

下部の横縞状図形、並びに、本体正面中央部から下部の間に付された赤色及び

金色で表された生の文字からなる。本体正面上部の横縞状図形は、上から、薄

紫色、群青色、薄紫色、群青色、薄紫色、群青色、薄紫色、群青色、薄紫色、

群青色、薄紫色、群青色、薄紫色、群青色、白色、金色、白色の順に付され、

中間において群青色一色で塗りつぶされ、その下の横縞状図形に、上から順に、

白色、群青色、白色、薄紫色、白色、桃色、白色、薄紫色、白色、桃色、白色、

群青色、白色、桃色、白色、薄紫色、白色、群青色が付された構成からなる。

本体正面下部の横縞状図形は、上から、群青色、白色、薄紫色、白色、桃色、

白色、群青色、白色、薄紫色の順に色彩が付された構成からなる。なお、破線

は、商品の包装用容器の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素

ではない。 

 

２ 原審において示された用例 

（１）「株式会社浅利佐助商店」のオンラインショップにおいて、「白神大豆

しょうゆ」と称する商品の包装容器の上部及び下部に、横縞状の図形が使用さ

れている。 

（http://fukuzyu.shop-pro.jp/?pid=87522519） 

（２）「盛田株式会社」のウェブサイトにおいて、「特選減塩さしみたまり」

と称する商品の包装容器の上部及び下部に、横縞状の図形が使用されている。 

（http://moritakku.com/products/shouyu/sashimi） 

（３）「ヤマモリ株式会社」のウェブサイトにおいて、「おいしさそのまま減

塩しょうゆ（塩分４５％カット）」と称する商品の包装容器の上部及び下部に、

横縞状の図形が使用されている。 

（http://www.yamamori.co.jp/product/syouyu/genen_sashimi.html） 

（４）「ヤマサ醤油株式会社」のウェブサイトにおいて、「ヤマサ 特撰生

（なま）しょうゆ」の見出しの下、「生（なま）しょうゆは、加熱処理（火入

れ）をしていないため、おだやかな香りとまろやかな味、明るい色が特長で、

素材の風味を引き立てます。」の記載がある。 

（http://www.yamasa.com/products/home/shoyu/nama-shoyu/） 
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（５）「弓削多醤油株式会社」のウェブサイトにおいて、「生醤油【吟醸純生

しょうゆ】」の見出しの下、「一般の生醤油はあくまでも工業品として生産さ

れております。加熱殺菌は行わないものの、精密ろ過により酵母菌・乳酸菌を

ろ過し、常温流通できるようにしてあります。」の記載がある。 

（http://yugeta.com/shohin/nama.html） 

 

 

（この書面において著作物の複製をしている場合のご注意）  

 特許庁は、著作権法第４２条第２項第１号（裁判手続等における複製）の規

定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害となら

ないよう十分にご注意ください。 

 

 

〔審決分類〕Ｔ１８．１６－ＷＹ（Ｗ３０） 

 

 

 審判長 特許庁 審判官 金子 尚人 8028 

 特許庁 審判官 岩崎 安子 8234 

 特許庁 審判官 石塚 利恵 3061 

 


